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16．学生生活等

これから説明することについては，「キャンパスブック」等に記載されていることと重

複する事項もありますが，本学学生としてこれらのことについて理解し，学生生活を充実

したものにするための参考としてください。

なお，「キャンパスブック」には，本便覧に掲載されていない規程等で学生生活上必要

なものがありますので，併せて参照してください。

Ⅰ 学生相談等

○ 学生相談

有意義な学生生活ができるように学修（単位修得）上，厚生・保健，一身上の問題

等について，指導教員（チューター），教務委員及び学生生活委員が相談に応じます

ので，遠慮なく指導助言を受けてください。

学生生活等についての悩み・不明な点等は，教務第二係窓口又は，下記の各委員の

教員に相談してみてください。

カリキュラム・成績等について：保健学科教務委員会

学生生活一般について：保健学科学生生活委員会

☆ 一身上の都合や進路の悩み等で休学・退学を考える場合は，早めに指導教員等に相

談してください。また，心身の健康に関することについては，保健環境センターでカ

ウンセリングを行っています。

☆ 大学生活を送るなかで、修学上の問題、友人や教員との人間関係の問題、個人的な

問題などで悩んだり葛藤を感じたりすることもあると思います。誰に相談すればよい

かわからない、家族や友人には相談しづらい、家族や友人に相談しても解決しなかっ

た、そのように感じたときは気軽に学生相談室を利用して下さい。

相談の受付場所は、津島キャンパスの学生相談室と何でも相談窓口、鹿田キャンパ

スの学生支援センター鹿田室の３箇所があります。みなさんが利用しやすいところを

訪ねてください。電話やメール、手紙でも相談を受け付けています。

開室は土日祝を除く毎日です。予約を優先します。

但し、手紙による相談は下記住所にお願いします。

〔宛先〕〒700-8530 岡山市津島中2-1-1
岡山大学学生支援センター学生相談室

【学生相談室】-津島キャンパス-
①開室時間 10：00～12：00／13：00～17：00

②受付場所 一般教育棟Ｄ新棟１階

③連絡先 〔電話〕 086-251-7169 〔E-mail〕 nayami@cc.okayama-u.ac.jp
【何でも相談窓口】-津島キャンパス-
①開室時間 8：30～12：00／13：00～17：15

②場所 大学会館１階南側（学務部内）

③連絡先 〔電話〕 086-251-7182 〔E-mail〕nayami@cc.okayama-u.ac.jp
【学生支援センター鹿田室】-鹿田キャンパス-
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①開室時間 10：30～12：00／13：00～17：30

②場所 管理棟２階（学務課内）

③連絡先 〔電話〕 086-235-6589 〔E-mail〕 nayami-2@cc.okayama-u.ac.jp
学生相談室の HP アドレス http://kymx.adm.okayama-u.ac.jp/hp/soudan/index.html
○ 健康管理

保健環境センターの行う健康診断は必ず受けてください。日程については別途指示

します。

☆ 就職活動や進学に「健康診断書」が必要になります。また，未受診の場合，実習等

を履修することが出来ないこともあるので，健康診断は必ず受けてください。

Ⅱ 学生への連絡等

○ 掲示

大学から学生に対する種々の連絡等は，原則として医学部保健学科棟２階に設置し

ている掲示板により行うので，１日最低２回は掲示板を見てください。

なお，一度掲示されたものは学生が承知したものとみなされ，掲示板を見なかった

という理由で事後に異議等を申し立てても認められないので注意してください。

☆ 登校時，下校時に掲示を見る習慣をつけてください。

○ 郵便物

学生個人あての郵便物は取り扱わないので，必ず自分の住所に送付させるよう，家

族その他に周知してください。

○ 電話

電話による問い合わせ（行事予定，休講，試験，成績その他）については，間違い

を生じやすく，また事務上の支障にもなりますので応じません。直接窓口まで来て問

い合わせてください。

また，学内外からの学生個人に対する私的電話の呼出しについては，原則として取

り扱わないので，家族その他に周知してください。

○ 呼出し

学生個人に対する連絡は，すべて「呼出」の掲示で行います。呼出しがあったとき

は，速やかに指示された窓口へ来てください。

Ⅲ 学生証及び学生番号

○ 学生証

学生証は，本学の学生であることを証明（身分証明）するものであり，試験や諸手

続の際，教職員から提示を求められるので常に携帯してください。

なお，学生証を紛失若しくは破損した場合及び記載事項に変更が生じた場合，速や

かに再交付を願い出てください。さらに，卒業，退学，除籍等学籍を離れるときは返

納してください。

☆ 学生証（身分証明書）を遺失すると他人に悪用されることがありうるので，保管に

は十分注意してください。なお，学生証はカード化されており，附属図書館の入館や

図書貸出しを受けるとき等に必要です。
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○ 学生番号

学生番号は，学部コード，入学年度，一連番号からなる学生個々に設けられた番号

です。試験の答案や諸手続等には学生番号の記入が必要であり，学生番号だけで個人

別の処理を行う場合もあるので，正確に記入してください。

Ⅳ 各種証明書

○ 証明書

在学証明書，成績証明書，卒業見込証明書等は，管理棟１階にある証明書自動発行

機で発行できます。厳封する必要がある場合は，証明書を教務第二係窓口に持参して

ください。その他の証明書については，教務第二係窓口に交付申請をしてください。

○ 学割証

学割証自動発行機（証明書自動発行機）で発行されます。一人年間10枚を限度とし

て交付します。なお，有効期間は３か月です。

Ⅴ 学生の身上異動

○ 住所変更及び身上異動

住所変更の都度速やかに教務第二係及び司計係へ新住所を届け出た上，Web での

訂正を行ってください。学生との連絡は原則として掲示によりますが，緊急を要する

ときは直接下宿や親元に連絡する場合もありますので，変更の届出を怠らぬよう注意

してください。

○ 休学及び退学

病気その他の事由により休学・退学しようとする場合は，所定の休学願・退学願を

提出し，許可を受けてください。

なお，休学の願い出に際しては，次の事項に留意してください。

① 休学期間は，２月以上１年以内とする。

② 病気のため休学を願い出る場合は，医師の診断書を添付し，その他の場合は，そ

の事由を具体的に明記すること。

③ 休学期間は，在学期間に算入されない。また，休学期間中の授業料は既納分を除

いて免除されることがある。

④ 休学の許可なくして長期に欠席した場合は，単位を修得できないだけでなく，そ

の期間は在学期間とみなされ，授業料を納付しなければならない。

○ 除籍及び懲戒

大学には，教育研究環境を良好に保ち，学園の秩序を維持するために必要最小限の

きまりとして学則等の規則があります。学生がこれらの規則に違反した場合には除籍

や懲戒処分となります。

各自，学則等の規則の主旨をよく理解し，このような事態をまねかぬよう学生生活

を送ってください。

Ⅵ 授業料納付と免除等

○ 授業料
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授業料の納付は，前期分は４月，後期分は10月に掲示板に納入告知をしますので，

以下に示す納付期限までに納付をしてください。

なお，指定された期限までに納付しないときは，本人及び連帯保証人に督促します。

督促を受けてもなお未納の場合は，除籍となるので注意してください。

・納期：前期分（４月～９月）４月30日まで

後期分（10月～３月）10月31日まで

・納付方法：前期分は４月中旬，後期分は10月中旬に大学から連帯保証人又は本人に

送付される「振込依頼書」により，銀行振込してください（振込手数料

を負担していただきます。）。なお，授業料改定が行われた場合には，

改定時から新授業料が適用されます。

・納付義務：前期分は４月１日現在，後期分は10月１日現在の学生の身分の状態によ

り授業料納付義務が確定します。休学・退学等身分の変更は，その日以

前に手続を完了しないと引き続き授業料を納付しなければならなくなる

ので注意してください。

☆ 詳細については，司計係へ問い合わせてください。

○ 授業料免除

経済的理由により授業料の納付が困難であり，かつ，学業が優秀であると認められ

る者，及びその他やむを得ない事情があると認められる者に対しては，授業料の免除

・徴収猶予等の制度があり，願い出により許可されることがあります。

☆ 詳細については，教務第二係へ問い合わせてください。

○ 奨学金

本学では，日本学生支援機構（旧日本育英会）等による各種奨学生の募集を実施し

ています。

日本学生支援機構の制度は，人物・学業とも優秀でかつ経済的理由により学費の負

担が困難な場合等に，奨学金を貸与する制度です。

また，他の団体による奨学金については募集がある都度，掲示します。

☆ 詳細については，教務第二係へ問い合わせてください。

Ⅶ 保険

○ 学生教育研究災害傷害保険／学研災付帯賠償責任保険

（１）保険の概要

①傷害補償：正課中，学校行事中，課外活動中，学校施設等相互間の移動中に本

人が被った災害傷害を補償

②賠償責任補償：正課，学校行事及びその往復途中で，他人にケガをさせたり，

他人の財物を損壊したことにより被る法律上の損害賠償を補償

（２）加入手続

所定の払込取扱票に，氏名，住所等の必要事項をもれなく記入し，保険料をゆう

ちょ銀行又は郵便局に払い込む。

保険期間及び保険料：４年間 5,900円（Ｃコース）

（３）保険金請求手続について
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事故があった場合は，速やかに教務第二係に届け出ること。

（４）保険金の種類と金額

詳細は，別に配付するパンフレットを参照してください。

○ 学研災付帯学生生活総合保険

（１）保険の概要

①ケガをしたときの補償：死亡・後遺障害保険金

②病気をしたときの補償：治療費用保険金

③加害事故を起こしたときの補償：損害賠償金

④捜索救助費用や入院等をして親族等が駆けつけたときの補償：救援者費用等

③医療関連学部学科生用の補償：感染予防費用

（２）加入手続

所定の払込取扱票に，氏名，住所等の必要事項をもれなく記入し，保険料をゆう

ちょ銀行又は郵便局に振り込む。

保険期間及び保険料：４年間 40,440円（Ａタイプ）

（３）保険金請求手続について

事故があった場合は，速やかに教務第二係に届け出ること。

（４）保険金の種類と金額

補償の条件や内容など，詳細は，別に配付するパンフレットを参照してください。
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事件・事故等が発生した場合の対応図

人命等を最優先に対応した後，次の図で対応する。

学外での交通事故，盗難及び痴漢等については，最寄りの警察署へ連絡した後，次の図

で対応する。

発生源（被害者，目撃者）

・実習中の事故 ・交通事故

・盗難

・痴漢等

〔学外施設〕 〔学内施設〕

学生は直接の指導者へ

実習指導担当者

当該施設指導者 又は

実習指導教員

当該施設責任者 科目担当教員

（施設管理者） （保健学科）

医歯学総合研究科等学務課教務第二係：086-235-7984

ただし，休日及び17時以降は，守衛所：086-223-7151(代)

内線 7513

※ 学生対応

※ 実習中の事故については，実習指導者及び教務第二係に連絡すること。
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①岡山大学附属図書館利用内規

平成16年４月１日

学 長 裁 定

（趣旨）

第１条 岡山大学附属図書館（以下「図書館」という。）の利用に関しては，この内規の

定めるところによる。

（利用者の範囲）

第２条 図書館を利用できる者（以下「利用者」という。）は，次の各号に掲げる者とす

る。

一 岡山大学（以下「本学」という。）教職員及びこれに準ずる者（以下「職員」とい

う。）

二 本学学生及びこれに準ずる者（以下「学生」という。）

三 図書館の利用を申し出た学外者（以下「学外者」という。）

２ 利用者は，図書館利用証（以下「利用証」という。）の交付を受けるものとする。た

だし，前項第２号に規定する者は学生証をもって利用証とすることができる。

（利用証等の携行・提示）

第３条 利用者は，次の利用証等を携行しなければならない。

一 職員は身分証明書又は利用証

二 学生は学生証又は利用証

三 学外者は利用証

２ 前項の利用証等は，図書館職員の要求があったときは，これを提示しなければならな

い。

（休館日）

第４条 定期休館日は，次の各号に掲げるとおりとする。

一 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日

二 岡山大学開学記念日 10月22日

三 年末年始 12月28日から翌年１月４日まで

四 館内整理日

２ 前項に定める日のほか，鹿田分館においては日曜日を，資源生物科学研究所分館にお

いては日曜日及び土曜日を，定期休館日とする。

３ 臨時休館日は，その都度図書館長又は分館長（以下「館長」という。）が定める。

４ 館長が必要と認めたときは，第１項及び第２項に規定する定期休館日に臨時に開館す

ることがある。

（開館時間）

第５条 開館時間は，次のとおりとする。

中央館

日曜日 10時から17時まで



- 104 -

平 日 ９時から22時まで

春季，夏季及び冬季休業期間中並びに３月中については，17時まで

土曜日 10時から17時まで

鹿田分館

平 日 ９時から21時まで

春季，夏季及び冬季休業期間中については，17時まで

土曜日 ９時から16時まで

資源生物科学研究所分館

９時から17時まで

２ 前条第４項に規定する臨時開館日における開館時間は，館長がその都度定める。

３ 第１項の規定にかかわらず館長が必要を認めたときは，臨時に開館時間を変更するこ

とがある。

（入館手続）

第６条 利用者は，館長が発行した利用証により入館するものとする。ただし，試験期間

中において閲覧室等が非常に混雑している場合等，教育・研究に支障をきたすおそれが

ある場合においては，館長は閲覧利用を制限することができる。

（館内利用）

第７条 図書館備付資料は，係員の指示に従い所定の場所で利用しなければならない。

（閲覧制限）

第８条 館長は，次の各号に掲げる場合においては閲覧を制限することができる。

一 資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（以下「情報公開法」と

いう。）第５条第１号から第３号までに掲げる情報（個人情報に係る部分等）が記録

されていると認められる場合における，当該情報が記録されている部分。

二 資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第５

条第２項に規定する法人等から寄贈又は委託を受けている，当該期間が経過するまで

の期間。

三 資料の原本を利用させることにより当該原本が破損又は汚損を生ずるおそれがある

場合，又は図書館において当該原本が現に使用されている場合。なお，原本の代替物

（マイクロフィルム等）がある場合は，代替物により利用を許可することがある。

（貴重資料の利用）

第９条 貴重書及び特殊文庫資料を利用しようとするときは，館長の承認を得なければな

らない。

２ 前項の取扱いについては，別に定める。

（参考調査）

第10条 学術の研究，調査及び教育又は学習上必要があるときは，参考となる学術情報の

提供又は文献の調査を図書館に依頼することができる。ただし，特に日時を要し他の業

務に支障が生じるおそれのある事項については依頼することができない。

（館外利用）

第11条 本学教職員及び学生は，所定の手続きを経て，図書館備付資料を館外に帯出する

ことができる。ただし，次の各号に掲げる資料は帯出できない。
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一 貴重書

二 特殊文庫資料

三 参考図書

四 刊行後３か月を経過していない逐次刊行物

五 視聴覚資料

六 その他特に指定した資料

２ 学外者は，本学の教育・研究に支障のない範囲において，館長の許可を得て，中央館

備付資料を館外に帯出することができる。

第12条 館外帯出の期間及び冊数は，別表のとおりとする。ただし，期間内であっても必

要に応じて返却を求めることがある。

２ 館長が必要と認めたときは，前項の帯出期間及び冊数について特別の取扱いをするこ

とができる。

第13条 館外帯出資料は，帯出者が保管し，他人に転貸してはならない。

第14条 館外に資料を帯出している者が，退職，卒業その他の理由により貸出しを受ける

資格を失ったときは，館外帯出資料を直ちに返却しなければならない。

第15条 館外帯出の期間が過ぎても返却しない者に対しては，その後図書館備付資料の館

外帯出を停止する。

（部局等備付資料）

第16条 教育，研究又は校務のため各部局の教室，研究室等に常備する必要があると認め

る資料については，当該各室に備え付け使用することができる。この場合各室等の使用

職員が保管の責任を負い，使用する必要がなくなった場合は，速やかに返却しなければ

ならない。

（相互利用）

第17条 本学以外の図書館等から所蔵資料の学外貸出，又は複写の申込みがあった場合は，

本学における教育及び研究上支障がない場合に限りこれに応ずることができる。

２ 職員及び学生は，教育・研究等のため必要がある場合は，所定の手続により，他の大

学図書館等の利用（文献複写を含む。）を依頼することができる。

（資料の複写）

第18条 図書館備付資料の複写を希望する者は，館長の承認を得なければならない。

第19条 複写は，原則として図書館が行うものとする。ただし，図書館の複写設備及び業

務の都合により複写を受託することができない場合は，館内所定の場所で自ら複写する

ことを許可することがある。

２ 複写の受託については，別に定めるところによる。

３ 複写に係る著作権についての責任は，これを依頼した者が負うものとする。

第20条 相互利用及び資料の複写に伴う経費は，これを依頼した者が負担するものとする。

（施設，設備）

第21条 職員及び学生は，教育・研究又は学習上必要があるときは，所定の手続を経て，

図書館の施設，設備等を利用することができる。

２ 前項に掲げる者のほか，館長が特に許可した者については，施設，設備等の利用を認

める場合がある。
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（罰則）

第22条 この規程に違反し，又は図書館職員の指示に従わない者に対しては，図書館の利

用を停止し，又は退館を命ずることがある。

（弁償義務）

第23条 利用者は，利用中の資料を故意又は重大な過失により亡失し，又は損傷した場合

は，その損害を弁償しなければならない。

第24条 利用者は，施設，設備及び備品の全部又は一部をその責に帰す事由により，滅失

し，又はき損したときは，その損害を弁償しなければならない。

（雑則）

第25条 この内規の実施に関し，必要な事項は，館長が別に定める。

第26条 資料を利用者の閲覧に供するため，資料の目録及びこの内規を常時閲覧室内に備

え付けるものとする。

附 則

この内規は，平成16年４月１日から施行する。

別表

貸 出 期 間

区 分 身 分 冊 数 特 別 貸 出

図 書 雑 誌

本 学
５冊 １４日 ３日

①休暇貸出 図書貸出期間延長

学 生 ②卒論貸出 ２０冊

③修論貸出 ２０冊 年次終了の２月まで

中 央 館
本 学

３０冊 １４日 ３日
④博論貸出 ２０冊

教 職 員

学 外 者 ２冊 １４日 不 可
１月，２月，７月は貸出不可

（特別貸出はなし）

本 学
２冊 ７日

製本済 ７日

学 生 未製本 １日

鹿田分館

５冊 ７日

資源生物 大学院生

科学研究 原則として館外貸出不可

所分館
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②医学部体育館，武道館使用内規

第１条 岡山大学医学部体育館，武道館（以下「体育館」という。）の使用については，

法令等に定めるもののほか，この内規の定めるところによる。

第２条 体育館は，次に掲げる場合にこれを使用する。

（１）本学部の承認を経た課外活動並びに本学部の授業を行うとき。

（２）本学部及び体育館主管団体の主催する行事等を行うとき。

（３）前各号に掲げるもののほか，学部長が使用を許可したとき。

第３条 前項第３号の使用の許可を受けようとするものは，使用日の５日前に使用願書（別

紙様式）を医学部学生係へ提出しなければならない。ただし，急を要する場合は，使用

前日までに提出することができる。

第４条 第２条第３号により使用を許可されたもののうち諸法規に定められたものについ

ては，別表に定める使用料を，使用日までに納付しなければならない。既納の使用料は

返還しない。

第５条 使用許可後においても，本学部において特別の事情が生じた場合，又は，使用許

可条件に違反したときはその使用許可を取り消すことがある。

使用許可条件は，別にこれを定める。

第６条 体育館の使用時間は，午前８時30分から午後８時までとする。

ただし，特別の事情あるときは，これを変更することができる。

別紙様式及び別表は省略する。

医学部体育館使用に関する申合せ事項

１．体育館設立の趣旨に鑑み課外活動のための使用を優先する。

２．課外活動による使用については医学部校友会が主管，調整し学期初めに使用計画書を

学生係に提出することとする。

３．主管団体は校友会の下記の各部とする。（以下「主管部」という。）

体育館 排球部，バドミントン部，バスケットボール部

武道館 柔道部，剣道部，空手部

４．任意の団体等（学外者を含む）が体育館の使用を希望するときは使用願書に主管各部

の承認を得たうえ教務学生係に提出しなければならない。

５．体育館の使用については器具の使用，使用後の清掃等特殊事情があるので主管部又は

学生係の指示に従うものとする。個人の使用もこれに準ずる。指示に従わないときは使

用を禁止することがある。
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６．本学部の授業，行事及び日曜祝祭日の使用については，事前に学生係を通じ主管部と

連絡のうえ調整する。

７．体育館の使用を希望する団体と主管部との，使用に関する調整が困難なときは，校友

会がこの調整に努力するものとする。

８．体育館の使用にあたっては，解錠，施錠の責任を明らかにし，館内備付けの記録簿に

使用の状況等を記録しなければならない。

９．鍵の保管は教務学生係が行う。
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③保健学科コンピュータ室の使用心得

本学の学生が授業以外でコンピュータを使用する場合は，授業等に支障のない限り使用

することができるが，次の事項に留意すること。

１．コンピュータの使用は，本学における教育・研究上必要と認められる場合のみとし，

下記の行為は禁ずる。

イ）システムプログラムの複写・持ち出し

ロ）システム環境の破壊・変更

ハ）ハードウェアの改変

ニ）ソフトウェアの無断インストール

２．使用時間帯は，次のとおりとする。

月曜日～金曜日 7:00～20:00
３．使用については，次のとおりとする。

イ）教育実習使用を最優先とする。

ロ）休日・祝祭日などの時間外使用については，各専攻の担当教員に事前に届け承認を

得た後，総務課財産管理係において鍵貸出し手続を経て，保健学科棟の鍵を借り入れ

ること。休み明けに鍵は速やかに返すこと。

４．コンピュータを使用する際は，喫煙及び飲食をしないこと。

５．コンピュータを使用する際は，常に清潔・整頓に留意し，使用後の整理及び清掃は，

使用者において責任を持って行うこと。

６．ゲーム及び他の利用者への迷惑と判断される行為をしないこと。

７．用紙の補充は，使用者が各自で教務第二係に連絡し，行うこと。

８．各自のデータは3.5インチフロッピーディスク（1.44又は1.2MB）か光磁気ディスク

（MO:128，230，540又は640MB）で管理・保存すること。ハードディスク内のデータ

は定期的に消去するので，ハードディスクは使用しないこと。

９．フロッピーディスク等については，使用者が各自負担すること。

10．使用中のトラブルについては，各専攻の教員に報告すること。

11．使用者は，故意又は過失により機器を破損し，又は滅失した場合は，その損害を賠償

しなければならない。
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平 日 ９時から22時まで

春季，夏季及び冬季休業期間中並びに３月中については，17時まで

土曜日 10時から17時まで

鹿田分館

平 日 ９時から21時まで

春季，夏季及び冬季休業期間中については，17時まで

土曜日 ９時から16時まで

資源生物科学研究所分館

９時から17時まで

２ 前条第４項に規定する臨時開館日における開館時間は，館長がその都度定める。

３ 第１項の規定にかかわらず館長が必要を認めたときは，臨時に開館時間を変更するこ

とがある。

（入館手続）

第６条 利用者は，館長が発行した利用証により入館するものとする。ただし，試験期間

中において閲覧室等が非常に混雑している場合等，教育・研究に支障をきたすおそれが

ある場合においては，館長は閲覧利用を制限することができる。

（館内利用）

第７条 図書館備付資料は，係員の指示に従い所定の場所で利用しなければならない。

（閲覧制限）

第８条 館長は，次の各号に掲げる場合においては閲覧を制限することができる。

一 資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（以下「情報公開法」と

いう。）第５条第１号から第３号までに掲げる情報（個人情報に係る部分等）が記録

されていると認められる場合における，当該情報が記録されている部分。

二 資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第５

条第２項に規定する法人等から寄贈又は委託を受けている，当該期間が経過するまで

の期間。

三 資料の原本を利用させることにより当該原本が破損又は汚損を生ずるおそれがある

場合，又は図書館において当該原本が現に使用されている場合。なお，原本の代替物

（マイクロフィルム等）がある場合は，代替物により利用を許可することがある。

（貴重資料の利用）

第９条 貴重書及び特殊文庫資料を利用しようとするときは，館長の承認を得なければな

らない。

２ 前項の取扱いについては，別に定める。

（参考調査）

第10条 学術の研究，調査及び教育又は学習上必要があるときは，参考となる学術情報の

提供又は文献の調査を図書館に依頼することができる。ただし，特に日時を要し他の業

務に支障が生じるおそれのある事項については依頼することができない。

（館外利用）

第11条 本学教職員及び学生は，所定の手続きを経て，図書館備付資料を館外に帯出する

ことができる。ただし，次の各号に掲げる資料は帯出できない。
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一 貴重書

二 特殊文庫資料

三 参考図書

四 刊行後３か月を経過していない逐次刊行物

五 視聴覚資料

六 その他特に指定した資料

２ 学外者は，本学の教育・研究に支障のない範囲において，館長の許可を得て，中央館

備付資料を館外に帯出することができる。

第12条 館外帯出の期間及び冊数は，別表のとおりとする。ただし，期間内であっても必

要に応じて返却を求めることがある。

２ 館長が必要と認めたときは，前項の帯出期間及び冊数について特別の取扱いをするこ

とができる。

第13条 館外帯出資料は，帯出者が保管し，他人に転貸してはならない。

第14条 館外に資料を帯出している者が，退職，卒業その他の理由により貸出しを受ける

資格を失ったときは，館外帯出資料を直ちに返却しなければならない。

第15条 館外帯出の期間が過ぎても返却しない者に対しては，その後図書館備付資料の館

外帯出を停止する。

（部局等備付資料）

第16条 教育，研究又は校務のため各部局の教室，研究室等に常備する必要があると認め

る資料については，当該各室に備え付け使用することができる。この場合各室等の使用

職員が保管の責任を負い，使用する必要がなくなった場合は，速やかに返却しなければ

ならない。

（相互利用）

第17条 本学以外の図書館等から所蔵資料の学外貸出，又は複写の申込みがあった場合は，

本学における教育及び研究上支障がない場合に限りこれに応ずることができる。

２ 職員及び学生は，教育・研究等のため必要がある場合は，所定の手続により，他の大

学図書館等の利用（文献複写を含む。）を依頼することができる。

（資料の複写）

第18条 図書館備付資料の複写を希望する者は，館長の承認を得なければならない。

第19条 複写は，原則として図書館が行うものとする。ただし，図書館の複写設備及び業

務の都合により複写を受託することができない場合は，館内所定の場所で自ら複写する

ことを許可することがある。

２ 複写の受託については，別に定めるところによる。

３ 複写に係る著作権についての責任は，これを依頼した者が負うものとする。

第20条 相互利用及び資料の複写に伴う経費は，これを依頼した者が負担するものとする。

（施設，設備）

第21条 職員及び学生は，教育・研究又は学習上必要があるときは，所定の手続を経て，

図書館の施設，設備等を利用することができる。

２ 前項に掲げる者のほか，館長が特に許可した者については，施設，設備等の利用を認

める場合がある。
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（罰則）

第22条 この規程に違反し，又は図書館職員の指示に従わない者に対しては，図書館の利

用を停止し，又は退館を命ずることがある。

（弁償義務）

第23条 利用者は，利用中の資料を故意又は重大な過失により亡失し，又は損傷した場合

は，その損害を弁償しなければならない。

第24条 利用者は，施設，設備及び備品の全部又は一部をその責に帰す事由により，滅失

し，又はき損したときは，その損害を弁償しなければならない。

（雑則）

第25条 この内規の実施に関し，必要な事項は，館長が別に定める。

第26条 資料を利用者の閲覧に供するため，資料の目録及びこの内規を常時閲覧室内に備

え付けるものとする。

附 則

この内規は，平成16年４月１日から施行する。

別表

貸 出 期 間

区 分 身 分 冊 数 特 別 貸 出

図 書 雑 誌

本 学
５冊 １４日 ３日

①休暇貸出 図書貸出期間延長

学 生 ②卒論貸出 ２０冊

③修論貸出 ２０冊 年次終了の２月まで

中 央 館
本 学

３０冊 １４日 ３日
④博論貸出 ２０冊

教 職 員

学 外 者 ２冊 １４日 不 可
１月，２月，７月は貸出不可

（特別貸出はなし）

本 学
２冊 ７日

製本済 ７日

学 生 未製本 １日

鹿田分館

５冊 ７日

資源生物 大学院生

科学研究 原則として館外貸出不可

所分館
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